（様式２号）
令和　　年（　　　　年）　　月　　日　

誓　約　書
（ 事 前 確 認 分 ）

尼崎市長　松本　眞　あて
【応募事業者】　　　　　　　　　　　　
所　在　地　：　　　　　　　　　　　
法人等名称　：　　　　　　　　　　　
代表者指名　：　　　　　　　　　　　

　尼崎市放課後居場所緊急対策事業運営業務委託（以下「本業務」という。）の実施に関し、以下に掲げる事項を遵守するとともに、誠実に契約を履行することを誓約します。

１　法令等順守
　　個人情報の保護に関する法律、尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例、尼崎市情報セキュリティ対策基準その他の個人情報の保護及び情報セキュリティに関する関係法令（尼崎市の条例等を含む。）及び仕様書等の定めを遵守する。

２　安全管理義務
⑴　本業務に関して知り得た個人情報又は本業務に関するデータ（以下「個人情報等」という。）の管理責任者を定め、個人情報等を取り扱う従事者を限定する。
⑵　個人情報等を取り扱う場所を特定する。
⑶　本業務の従事者に対し、個人情報等の無断持ち出し禁止を周知徹底する。
⑷　個人情報等について、紛失、損傷、焼失等の事故が生じないよう安全かつ適切な管理体制を整備する。

３　秘密保持
　　個人情報その他本業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らさない。契約期間満了後、又は契約解除後においても同様とする。

４　目的外使用及び第三者への提供禁止
　　法令に基づく、又は委託者が認める場合を除き、個人情報等を契約の履行目的以外に使用し、又は第三者に提供しない。

５　個人情報等を委託者の承認なく、用紙、記録媒体等に複写し、又は複製しない。

６　事故発生の報告義務
　　情報漏えい等の事故が発生した場合等に備え、直ちに委託者へ通知、報告できる体制を整備する。

７　教育
　　本業務の従事者に対し、個人情報及びデータの保護に関し、必要な事項を周知し、十分な教育を行う。

８　個人情報等の引き渡し
　　本業務に際し取得し、又は作成した個人情報等は、契約期間満了後、又は契約解除後、直ちに委託者に引き渡す。

９　廃棄等
　⑴　本業務に関するデータを保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに消去する。
　⑵　本業務の履行上、委託者から記録媒体等の廃棄指示があった場合は、確実に物理的に破壊し、又は全ての記録を復元不可能な状態に消去した後に廃棄する。

10　再委託の禁止
　⑴　委託者の承諾なしに本業務を第三者に委託し、又は請け負わせない。
　⑵　委託者の承諾を受けて再委託及び再々委託（それ以降の再委託も含む。）した場合は、再委託者及び再々委託者に本業務の募集要項、仕様書及び契約書の規定を遵守させる。

11　監督及び監査
　　委託者が本業務の履行に監視の必要があるときは、受託者、再委託者及び再々委託者に対して報告を求め、監査を行い、又は監査に立ち会うことができるように体制等を整備する。


以　上　　
